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第６章  計画の進行管理 

 

１ 推進体制の強化 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

（１）市民や地域との連携 

行政と市民や地域との連携により，地域社会が一体となって子ども・子育て支援を行

うことが大切であり，市民自身が市民を支えるため，地域で活動しているＮＰＯや団体，

市民のボランティア活動等の充実に向けて支援し，市民等との協働による計画推進を図

ります。 

 

 

（２）行政における推進体制の強化 

計画の円滑な実施のために，「芦屋市子ども・子育て支援事業計画推進本部」が中心

となり，庁内関係各課が具体的施策の進行状況について把握するとともに推進していき

ます。 

なお，本計画は，子どもの福祉又は教育に関する事項を定めた他計画と調和が保たれ

たものでなければならないので，整合を図りながら推進していきます。 

 

 

（３）国・県・近隣市等との連携 

市は，国や県と相互に連携を図りながら，必要な助言及び適切な援助を受けるととも

に，特に専門性の高い施策及び市域を超えた広域的な対応が必要な場合は諸般の措置を

講じていきます。 

 

 

（４）計画の進行管理 

「芦屋市子ども・子育て会議」に計画の推進状況を報告し，評価を頂くとともに，推

進に向けたご意見を頂きながら適切な進行管理に努めます。 
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【 計画の推進体制 】 
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芦屋市子ども・子育て会議 

連携・協力

芦 屋 市 

医療 

保健 

教育 

労働 

福祉 まちづくり 

芦屋市子ども・子育て支援 

事業計画推進本部 

連携・協力 

事業所 

関係団体 関係機関 

地域 

連携・協力 

市民 
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    資料編 

 

 

１ 芦屋市子ども・子育て会議 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

（１）芦屋市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項の規定に

基づき，芦屋市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は，子ども・子育て支援法第７７条第１項各号に掲げる

事務を処理する。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は，委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 保育所関係者 

 (3) 幼稚園関係者 

 (4) 保護者団体関係者 

 (5) 子育て支援団体関係者 

 (6) 事業主団体関係者 

 (7)  労働者団体関係者 

 (8) 市民 

 (9)  行政関係者 

(10)  前各号に掲げる者のほか，市長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 
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（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，子ども・子育て会議を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議は，会長が招集し，その議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，

会長の決するところによる。 

４ 子ども・子育て会議は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，

意見を聴取するほか，資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第７条 子ども・子育て会議は，その定めるところにより，部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は，委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き，当該部会に属する委員のうちから会長の指名する者がこれ

にあたる。 

４ 部会長は，当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，当該部会に属する委員の

うちから部会長があらかじめ指名する者が，その職務を代理する。 

６ 前条（第３項を除く。）の規定は，部会の会議について準用する。 

（庶務） 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は，子どもの政策に関する事務を所管する課にお

いて処理する。 

（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか，子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項

は，会長が子ども・子育て会議に諮って定める。 
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（２）委員名簿 

 

区分 氏名 出身団体等の名称及び役職 

学識経験者 
○寺 見  陽 子 神戸松蔭女子学院大学 教授 

◎大 方  美 香 大阪総合保育大学 教授 

保育所関係者 

飯 田  眞 美 私立あゆみ保育園長 

末 谷  満 
認可外保育所 芦屋キンダーガルテン 
ＳＴＥＰＳ経営者 

下 岡  き み 代 芦屋市立大東保育所長 

幼稚園関係者 
山 本  眞 芦屋聖マルコ学園愛光幼稚園長 

金 光  文 代 芦屋市立小槌幼稚園長 

保護者団体関係者 

有 馬  直 美 芦屋市ＰＴＡ協議会 

友  剛 芦屋市学童保育保護者連絡会 

安 里  知 陽 芦屋市保育推進保護者会協議会 

子育て支援団体関係者 

加 納  多 惠 子 芦屋市社会福祉協議会 

半 田  孝 代 芦屋市民生児童委員協議会 

守 上  三 奈 子 芦屋市子ども会連絡協議会 

事業主団体関係者 橋 本  亮 一 芦屋市商工会 

労働者団体関係者 三 柴  哲 也 芦屋地方労働組合協議会 

市民 

北 川  知 子 市民委員 

英  真 希 子 市民委員 

藤 原  寛 子 市民委員 

行政関係者 

伊 田  義 信 芦屋市教育委員会学校教育部長 

（津 村  直 行） （芦屋市こども・健康部長） 

三 井  幸 裕 芦屋市こども・健康部長 

※◎会長、○副会長    

 ※（ ）書は旧委員 
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２ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画推進本部 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

（１）芦屋市子ども・子育て支援事業計画推進本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 芦屋市子ども・子育て支援事業計画を策定し，計画の実現を目指す施策を総合的

に推進するため，芦屋市子ども・子育て支援事業計画推進本部（以下「推進本部」とい

う。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は，次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び計画の総合的な推進に関すること。 

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関する関係部局の総合調整に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，目的を達成するための必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は，市長をもって充て，副本部長は，副市長をもって充てる。 

３ 本部員は，別表第１に掲げる者をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要に応じて招集する。 

２ 本部長は，会務を総理し，推進本部を代表する。 

３ 本部長に事故あるとき，又は本部長が欠けたときは，副本部長がその職務を代理する。 

 

（幹事会） 

第５条 推進本部は，その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために，幹事会を置

く。 

２ 幹事会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は，こども・健康部長をもって充て，副委員長は，こども・健康部こども政策

課長をもって充てる。 

４ 委員長は，幹事会を代表する。 

５ 委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，副委員長がその職務を代理する。 

６ 委員は，別表第２に掲げる者をもって充てる。 
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７ 委員長が必要と認めるときは，幹事会に委員以外の者の出席を求め，意見若しくは説

明を求め，又は資料の提出を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第６条 幹事会には，必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は，こども・健康部長が指名する。 

 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は，こども政策に関する事務を所管する課において行う。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，推進本部の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２５年１０月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

教育長 

技監 

企画部長 

総務部長 

総務部参事（財務担当部長） 

市民生活部長 

福祉部長 

こども・健康部長 

都市建設部長 

市立芦屋病院事務局長 

消防長 

教育委員会管理部長 

教育委員会学校教育部長 

教育委員会社会教育部長 
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別表第２（第５条関係） 

企画部企画課長 

企画部市民参画課長 

総務部文書統計課長 

総務部財政課長 

市民生活部男女共同参画推進課長 

市民生活部経済課長 

市民生活部児童センター長 

福祉部地域福祉課長 

福祉部障害福祉課長 

こども・健康部こども課長 

こども・健康部保育課長 

こども・健康部健康課長 

都市建設部総務課長 

市立芦屋病院事務局総務課長 

消防本部総務課長 

教育委員会管理部管理課長 

教育委員会学校教育部学校教育課長 

教育委員会社会教育部生涯学習課長 

教育委員会社会教育部青少年育成課長 
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３ 策定経過 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

（１）平成 25 年度 

 

開催（実施）日 開催（実施）事項 内   容 

平成 25 年８月９日 
第１回子ども・ 

子育て会議 

・ 子ども・子育て支援新制度について 

・ 芦屋市子ども・子育て会議について 

・ データから見る芦屋市の保育と教育における現状

について 

・ アンケート調査票について 

９月 18 日 
第２回子ども・ 

子育て会議 

・ 子育て支援に関するアンケート調査について 

・ 子ども・子育て支援事業計画について  

・ 部会の設置について 

10 月７日 

～11 月 11 日 
調査票の配布・回収

・ 就学前児童の保護者と小学生児童の保護者に調査

票を配布・回収 

10 月 25 日 
第１回 

基準検討部会 

・ 検討すべき基準と芦屋市の現状について（施設，

整備等） 

・ 検討すべき基準と芦屋市の現状について（保育の

必要性，公定価格）  

10 月 31 日 
第１回 

支援事業部会 
・ 13 事業の内容と芦屋市の現状について  

12 月 23 日 
第３回子ども・ 

子育て会議 

・ アンケート集計速報（報告） 

・ 基準検討部会，支援事業部会で出た意見（報告）

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画素案策定（協

議）  

平成 26 年１月 31 日 
第２回 

基準検討部会 

・ 施設型給付 国の基準一覧 

・ 地域型給付 国の基準一覧 

・ 教育・保育事業の量の見込みに関する調査結果 

２月６日 
第２回 

支援事業部会 

・ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みに関す

る調査結果 

３月９日 
第４回子ども・ 

子育て会議 

・ 基準検討部会，支援事業部会の報告 

・ 芦屋市子育て支援に関するアンケート調査に基づ

く「量の見込み」について 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画素案策定（協

議） 

３月 18 日 

第１回子ども・ 

子育て支援事業計画

推進本部幹事会 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画素案について

・ 芦屋市子育て支援に関するアンケート調査に基づ

く「量の見込み」について 

３月 25 日 

第１回子ども・ 

子育て支援事業計画

推進本部会議 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画素案について

・ アンケート調査及び量の見込みについて 
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（２）平成 26 年度 

 

開催（実施）日 開催（実施）事項 内   容 

平成 26 年５月 27 日 
第１回子ども・ 

子育て会議 

・ 子ども・子育て支援事業計画における量の見込み

と確保方策について 

・ 地域型保育事業について 

７月 11 日 
第２回子ども・ 

子育て会議 

・ 前回会議での意見の集約について 

・ 家庭的保育事業等の設備及び運営の基準について

・ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に

ついて 

・ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準について 

７月 29 日 
第３回子ども・ 

子育て会議 

・ 子ども・子育て支援事業計画中間まとめ－第３章，

第４章－について 

・ 子ども・子育て支援事業計画中間まとめ－第５章

－について 

①教育・保育の量の見込みと確保方策 

②地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと

確保方策について 

・ 私立幼稚園について 

８月５日 

第１回子ども・子育

て支援事業計画推進

本部幹事会 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画（中間まとめ

案）について 

①第３章「計画の基本的な考え方」 

 第４章「子ども・子育て支援施策の推進方策」

②第５章「教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の量の見込みと確保方策」 

ア 教育・保育の量の見込みと確保方策 

イ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと

確保方策 

・ 利用者負担の考え方について 

８月 12 日 

第１回子ども・子育

て支援事業計画推進

本部会議 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画（中間まとめ

案）について 

・ 利用者負担の考え方について 

８月 29 日 
第４回子ども・ 

子育て会議 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画【中間まとめ】

－概要版－について（報告） 

・ 利用者負担の考え方について（協議） 

・ 放課後児童健全育成事業について（委員提出資料）

10 月 14 日 

～11 月 13 日 
パブリックコメント

閲覧方法  

ア 市こども政策課窓口 

イ 市役所北館１階行政情報コーナー，ラポルテ市

民サービスコーナー，図書館，公民館図書室 

  子育てセンター，男女共同参画センター，児童

センターでの閲覧 

ウ 市ホームページでの閲覧 

意見件数 245 件（44 名）  
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開催（実施）日 開催（実施）事項 内   容 

12 月 25 日 
第５回子ども・ 

子育て会議 

・ 中間まとめ―パブリックコメントの意見について

・ 中間まとめ―放課後児童健全育成事業の確保方策

の考え方について 

・ 利用者負担の考え方について 

平成 27 年 1月 29 日 
第６回子ども・ 

子育て会議 

・ 芦屋市子ども・子育て支援事業計画について 

・ 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の保育料等について 

  ・  

  ・  
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４ 用語解説 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

【あ行】 

○一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を幼稚園・保育所・認定

こども園等で一時的に預かる事業。幼稚園における預かり保育は，現行どおり私学助成

によるものに加え，地域子ども・子育て支援事業によるものが創設される。 

 

○上乗せ徴収 

施設・事業者が，教育・保育の提供にあたって，その質の向上を図る上で特に必要であ

ると認められる対価について，当該費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費

用基準額との差額に相当する金額の範囲内で支給認定保護者から受けることができる料

金。 

 

【か行】 

○確認制度 

給付の実施主体である市町村が認可施設・認可事業者の中で，施設型給付，地域型保育

給付の対象となる施設・事業者を確認すること。 

 

○家庭的保育事業 

家庭的な雰囲気の下で，少人数を対象にきめ細かな保育を実施する事業のこと。（５人

まで） 

 

○居宅訪問型保育事業 

障がい・疾患等で個別のケアが必要な場合や，施設が無くなった地域で保育を維持する

必要がある場合等に，保護者の自宅で１対１で保育を実施する事業のこと。 

 

○圏域 

地理的条件，人口，交通事情その他の社会的条件，現在の教育・保育の利用状況，教育・

保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して，地域の実情

に応じ，保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域。 

 

○合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので，１人の女性が生涯，何人

の子どもを生むのかを推計したもの。 

 

○公定価格 

施設型給付及び地域型保育給付として支払う国が定めた基準の額のこと。 
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○子育て支援員（仮称） 

保育士不足が深刻な状況の下，保育所や家庭的保育事業，学童保育施設の事業の拡充に

伴う人材の確保に対応するため，新たに創設される資格のこと。子育て中の女性や，子

育てが一段落した主婦の社会進出を後押しすることも狙いの一つとされている。 

 

○子育て短期支援事業 

保護者の仕事，疾病，出産等の理由で子どもの養育が一時的に困難となる場合等に，児

童福祉施設において一定期間，養育及び保護を行う事業。 

 

○子ども・子育て会議 

子ども・子育て支援法第 77 条第１項の規定に基づき，設置されたもの。学識経験者 ，

組織代表者，公募委員，市職員で構成されている。子ども・子育て会議は，自治体にお

ける子ども・子育て支援施策が地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施され

ることを担保するなど，重要な役割を果たしています。 

 

○子ども・子育て関連３法  

平成 24 年 8 月に成立した「子ども・子育て支援法」，「就学前の子どもに関する教育，

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」及び「子ども・子育

て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のこと。 

 

○子ども・子育て支援法  

急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み，子ども・子育て

支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い，一人一人の

子どもが健やかに成長することができる社会を実現するために，平成２４年８月に成立

した法律。 

 

○子どもの貧困率 

17 歳以下の子ども全体のうち，所得が少ない家庭で育つ子どもの割合のこと。 

 

【さ行】 

○時間外保育事業 

通常保育の利用者に対し，通常の保育時間を超えて延長して保育を行う事業。 

 

○事業所内保育事業 

会社の保育施設等で，従業員の子どもと地域の子どもに対し一緒に保育を実施する事業。 
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○次世代育成支援対策推進行動計画 

次世代育成支援対策推進法の規定に基づき策定される計画のこと。市町村行動計画，都

道府県行動計画，一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の４類型がある。 

 

○次世代育成支援対策推進法 

急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み，次世代育成支援

対策を迅速かつ重点的に推進し，次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，かつ，育

成される社会の形成を目的とした法律。平成１７年４月から施行され，１０年間の時限

立法であったが，平成２７年４月からも１０年間延長された。 

 

○施設型給付 

子ども・子育て関連 3 法に基づく制度の一つで，保育所・幼稚園・認定こども園に対す

る財政措置のこと。従来の財政措置では，保育所・幼稚園・認定こども園に対し，異な

る財源の下，個別の給付費として施設への経費や保護者への助成金が支給されてきたが，

この制度では｢施設型給付費｣という共通の給付に一本化し，市町村が施設・保護者に経

費や助成金の支給を行う。 

 

○市町村子ども・子育て支援事業計画 

子ども・子育て支援法第 61 条の規定に基づき，市町村が，５年を１期とする教育・保

育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等に関して定める計画。 

 

○実費徴収 

毎月の保育料以外で施設が独自に給食費，通園費，その他（遠足等の園外活動費，学用

品費・教材費，制服等の被服費等）を徴収すること。 

 

○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して，特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品，文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への

参加に要する費用等を助成する事業。 

 

○社会動態 

一定期間における転入・転出に伴う人口の動きのこと。 

 

○出生割合 

総出生数に占める母親の年齢別の出生数の割合のこと。 

 

○小規模保育事業 

比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下，きめ細かな保育を実施する事業のこ

と。（６～19 人まで） 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

124 

第
５
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

資
料
編 
第
６
章

第
４
章 

 

【た行】 

○多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業。 

 

○地域型保育給付 

子ども・子育て関連 3 法に基づく制度の一つで，小規模な保育施設に対する財政措置の

こと。小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育の四つの保育事業を｢地

域型保育事業｣として市町村が認可し，地域型保育給付の対象とする。保育の必要性の認

定，公的契約，市町村の関与，公定価格の算定の考え方，給付の支払方法等は，施設型

給付と同様とする。 

 

○地域子育て支援拠点事業 

子育て支援サービス等に関する情報提供，相談及び助言を行う窓口を設置するとともに，

子育て中の親子が気軽に遊べる場の提供を行う事業。 

 

○地域子ども・子育て支援事業 

子ども・子育て支援法第５９条の規定に基づき，市町村が子ども・子育て家庭等を対象

として実施する事業で，次の１３事業が規定されている。①利用者支援事業，②時間外

保育事業，③実費徴収に係る補足給付を行う事業，④多様な主体が本制度に参入するこ

とを促進するための事業，⑤放課後児童健全育成事業，⑥子育て短期支援事業，⑦乳児

家庭全戸訪問事業，⑧養育支援訪問事業，⑨地域子育て支援拠点事業，⑩一時預かり事

業，⑪病児保育事業，⑫子育て援助活動支援事業，⑬妊婦健康診査事業。 

 

○特別支援教育 

障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するとい

う視点に立ち，幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し，その持てる力を高

め，生活や学習上の困難を改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行うも

の。 

 

○統合保育 

保育所において，個別的配慮が必要な乳幼児を，他の児童との集団による保育を行うこ

と。 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

125 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

資
料
編 

第
６
章

 

【な行】 

○入所待ち児童と待機児童 

認可保育所に入園申込みをしたが，入所できていない児童を「入所待ち児童」と言い，

その人数から，国の定義に基づき，私的な理由で特定の保育所のみを希望している方等

を除いた数が「待機児童」となっている。 

 

○乳児家庭全戸訪問事業 

妊産婦・新生児・乳幼児を対象に助産師，保健師等が家庭訪問をして子育て等の助言や

相談を行う事業。 

 

○認可と確認 

施設や事業者が新制度における公費の給付対象である「特定教育・保育施設」又は「特

定地域型保育事業」として位置付けられるためには，児童福祉法等を根拠とする施設・

事業の「認可」と，子ども・子育て支援法による「確認」（子ども・子育て支援法）の

両方を受けることが必要になる。 

 

○認定区分 

・１号認定 

満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の就学前の子どものこと。 
 

・２号認定 

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子どものこと。 
 

・３号認定 

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子どものこと。 

 

○認定こども園 

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律による学校の

一つ。幼稚園と保育所の良いところを生かし，子どもたちの「教育」「保育」「子育て」

を総合的にサポートする施設。 

 

○妊婦健康診査 

妊娠中の健康診査の受診を促進し母体や胎児の健康を確保するため，母子手帳の交付を

受けた方や転入された方を対象とし，妊婦健康診査にかかった費用の助成を行う事業。 

 

【は行】 

○病児保育事業 

地域の児童が発熱等の急な病気となった場合，病院・保育所等に付設された専用スペー

ス等において看護師等が一時的に保育する事業，及び保育中に体調不良となった児童を

保育所の医務室等において看護師等が緊急的な対応等を行う事業。 
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○ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的，臨時的に有償で子ど

もを自宅で預かる相互援助活動。 

 

○保育所 

児童福祉法による児童福祉施設の１つ。保護者が労働・疾病等のために保育を必要とす

る子どもを日々保護者の元から通わせて保育を行うことを目的とする。 

 

○保育の必要性 

実施主体である市町村が，保護者の申請を受け，客観的な基準に基づき，保育の必要性

を認定する。 保育の必要性の認定にあたっては，①「事由」（保護者の就労，疾病等），

②「区分」（保育標準時間，保育短時間の２区分。保育必要量）について，国が基準を

設定する。 

 

○放課後子供教室 

すべての子どもを対象として，安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け，地域

の方々の参画を得て，子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活動，地域住民との交流

活動等の取組を推進する事業のこと。文部科学省が所管している。 

 

○放課後子ども総合プラン 

すべての児童（小学校に就学している児童）の安全・安心な居場所を確保するため，一

体型を中心とした放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室の計画的な整備を進める

事業。 

 

○放課後児童健全育成事業 

保護者の就労等のため，放課後，家庭での保護が受けることのできない小学児童の健全

育成を図るため，受入れを実施する事業で，いわゆる学童保育のこと。芦屋市では留守

家庭児童会が該当する。厚生労働省が所管している。 

 

【ま行】 

○未婚率 

人口に占める未婚者数の割合のこと。 
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【や行】 

○養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業で把握した支援の必要な家庭に対し，養育に関する相談や育児・

家事援助等を行うために，保健師やヘルパーが訪問する事業。 

 

○幼稚園 

学校教育法による学校の１つ。満 3 歳から小学校入学までの幼児に対し，義務教育及び

その後の教育の基礎を培うものとして保育し，幼児の健やかな成長のために適当な環境

を与えて，その心身の発達を助長することを目的とする。 

 

○要保育児童 

入所児童又は入所待ち児童のこと。 

 

○要保護児童 

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のこと。

虐待を受けた子どもに限らず，非行児童等も含まれる。 

 

【ら行】 

○利用者支援事業 

子ども又はその保護者の身近な場所で，教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに，関係機関との連絡調整等を実施す

る事業。 

 

○利用者負担 

教育・保育を受けた際に施設に支払う保育料のこと。 

 

○労働力率 

労働力の状態を的確に表すための指標。 

「15 歳以上人口」に占める「労働力人口」の割合。  

労働力人口とは，15 歳以上の人口の内，就業者と完全失業者を合わせたもの 

 

【わ行】 

○ワーク・ライフ・バランス 

多様な働き方が確保されることによって，仕事と生活を調和させ，性別・年齢を問わず，

働きやすい仕組みをつくること。 
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